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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年３月８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１２月１０日 ０５時５０分ごろ 

発生場所 宮崎県宮崎市宮崎港南東方沖の小戸
お ど

ノ瀬  

 宮崎市所在の戸崎鼻灯台から真方位０８８°３.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３１°４７.２′ 東経１３１°３３.７′） 

事故調査の経過  平成２２年１２月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 第二十八かねと丸、４９９トン 

 １３５４１１、津久見海運株式会社 

 ６５.００ｍ×１３.００ｍ×６.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,１７６kＷ、平成９年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５６年５月２８日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１８年６月１３日 

  免状有効期間満了日 平成２３年６月１３日 

二等航海士 男性 ５２歳 

 五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５８年９月２２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１９年４月３日 

  免状有効期間満了日 平成２４年６月１０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に破口及び凹損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び二等航海士ほか３人が乗り組み、石灰石約１,５５０ｔ

を積載し、船体中央約４.２ｍの喫水をもって宮崎県日南市油津港に向け、

約２００°（真方位、以下同じ。）の針路及び約１０ノットの速力で自動操

舵により日向灘を航行した。 

本船は、平成２２年１２月１０日０４時００分ごろ二等航海士が単独の

船橋当直に就き、宮崎港北東方沖において針路を約２１０°とし、同じ速

力で自動操舵により航行中、０５時５０分ごろ小戸ノ瀬の暗岩（以下「本

件暗岩」という。）に乗り揚げてそのまま乗り切った。 

 船長は、自室で就寝中、衝撃を感じて目覚め、昇橋して本件暗岩に乗り

揚げたことを知り、０６時００分ごろ本船が右舷側に傾斜を始めたことか

ら、積荷及びバラストを調整して傾斜を修正した上、海上保安部に通報
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し、宮崎港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約９０cm 

日出時刻：０７時０２分ごろ 

その他の事項  本船は、頻繁に日向灘を航行しており、二等航海士は、本件暗岩の存在

を知っていた。 

 船長は、海図にコースラインを記入していた。 

 海図Ｗ１２２０（足摺岬至宮崎港）によれば、本件暗岩は、戸崎鼻東方

沖３.８Ｍ付近にある航行に危険な暗岩であり、本件暗岩の付近には、４.

３ｍ及び４.５ｍの水深の記載がある。 

 船長が昇橋したとき、ＧＰＳプロッターは小縮尺の表示となっていた。 

 本船のＧＰＳプロッターには、本件暗岩は表示されていなかった。  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、宮崎港南東方沖を南南西進中、二等航

海士が、変針した際、本件暗岩に向首する針路と

なっていることに気付かなかったことから、本件

暗岩に乗り揚げた可能性があると考えられるが、

二等航海士から十分な情報が得られなかったた

め、乗揚に至る状況を明らかにすることはできな

かった。 

原因 

 

 本事故は、夜間、本船が、宮崎港南東方沖を南南西進中、二等航海士

が、変針した際、本件暗岩に向首する針路となっていることに気付かなか

ったため、本件暗岩に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・暗岩等の障害物は、陸岸付近のみならず、沖に孤立して存在する場合

もあることから、変針する際には、海図等により船位の確認を行い、

変針後の針路が安全であることを確認すること。 

 




